
     令和８（２０２６）年４月１日（1） 

 

  
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

新
た
な
仕
組
み
の
空
き
家
募
集
に
つ
い
て 

空
き
家
を
町
が
借
り
上
げ
、
耐
震
・
改
修
工
事
を
行
っ
た

う
え
で
公
的
住
宅
と
し
て
活
用
す
る
「
中
間
管
理
住
宅
」
の

候
補
と
な
る
空
き
家
の
募
集
を
行
い
ま
す
。 

「
中
間
管
理
住
宅
」
と
は
、
町
が
所
有
者
か
ら
空
き
家
を

最
大
12
年
間
借
上
げ
、
居
住
空
間
（
風
呂
・
ト
イ
レ
・
キ
ッ

チ
ン
な
ど
）
を
改
修
し
、
移
住
希
望
者
に
公
営
住
宅
と
し
て

貸
し
出
す
仕
組
み
で
す
。 

こ
の
仕
組
み
で
空
き
家
を
貸
し
出
す
と
契
約
期
間
内
の
家

賃
収
入
は
発
生
し
ま
せ
ん
が
、
住
宅
及
び
宅
地
の
固
定
資
産

税
に
相
当
す
る
金
額
は
町
が
所
有
者
に
お
支
払
い
し
ま
す
。 

ま
た
、
契
約
終
了
後
に
改
修
さ
れ
た
家
屋
が
手
元
に
戻
る

た
め
、
引
き
続
き
賃
貸
物
件
と
し
て
活
用
で
き
る
ほ
か
売
却

す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。 

よ
く
あ
る
ご
質
問 

①.

知
ら
な
い
誰
か
に
使
わ
れ
る
の
は
心
配
。
管
理
は
だ
れ
が 

す
る
の
？ 

・
貸
借
契
約
中
（
最
大
12
年
間
）
は
本
山
町
が
管
理
・
運 

営
を
行
い
ま
す
。 

②
空
き
家
に
置
い
て
あ
る
家
財
道
具
は
ど
う
す
る
の
？ 

・
基
本
的
に
家
財
道
具
は
処
分
し
、
家
の
中
は
空
に
し
て
い 

た
だ
き
ま
す
。（
荷
物
整
理
補
助
金
を
活
用
で
き
ま
す
） 

③
耐
震
改
修
や
リ
フ
ォ
ー
ム
に
お
金
は
か
か
る
の
？ 

・
町
が
改
修
す
る
た
め
所
有
者
の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

④
一
度
貸
す
と
戻
っ
て
こ
な
い
の
で
は
？ 

・
最
大
12
年
間
の
賃
貸
借
契
約
と
し
、
契
約
期
間
満
了
後

は
所
有
者
に
お
返
し
し
ま
す
。 

⑤
12
年
後
に
住
宅
を
返
し
て
も
ら
う
と
き
は
、
経
年
劣
化 

に
よ
る
損
傷
も
綺
麗
に
直
し
て
く
れ
る
の
？ 

・
入
居
者
及
び
、
町
の
過
失
に
よ
る
損
傷
は
修
繕
を
行
い

ま
す
が
、
経
年
劣
化
に
よ
る
も
の
は
修
繕
の
対
象
外
で

す
。 

 

従
前
の
空
き
家
活
用
事
業
と
同
じ
く
家
屋
の
状
態
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事
業
内
容
を
詳

し
く
知
り
た
い
方
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は
政
策
企
画
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

令
和
８
年
度 

第
１
回
公
募
期
間  

４
月
１
日
（
水
）
～
４
月
30
日
（
木
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
政
策
企
画
課 

電
話
76―

３
９
１
５ 

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動
に
つ
い
て 

４
月
６
日
（
月
）
～
４
月
15
日
（
水
）、
春
の
全
国
交
通
安

全
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。町
民
一
人
ひ
と
り
が
交
通
安
全
に

対
す
る
意
識
を
高
め
、
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
正
し
い
交
通
マ

ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付
け
る
と
と
も
に
、一
人
ひ
と
り
が
道
路

交
通
環
境
の
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
を
推
進
す
る
こ
と
に

よ
り
、
交
通
事
故
を
防
止
し
ま
し
ょ
う
。
重
点
目
標
は
次
の
と

お
り
で
す
。 

重
点
目
標 

①
通
学
路
・
生
活
道
路
に
お
け
る
こ
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行 

者
の
安
全
確
保 

②
「
な
が
ら
ス
マ
ホ
」
の
根
絶
や
歩
行
者
優
先
等
の
安
全
運
転

意
識
の
向
上 

③
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
の
理

解
・
遵
守
の
徹
底 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

友
好
交
流
町
と
の 交

流
事
業
補
助
金
に
つ
い
て 

 

本
山
町
で
は
友
好
交
流
町
で
あ
る
北
海
道
浦
臼
町
と
の

親
善
交
流
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
交
流
事
業
を
実
施
す
る
団

体
に
対
し
て
予
算
の
範
囲
内
で
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。 

交
流
事
業
の
実
施
を
希
望
さ
れ
る
団
体
は
、
必
要
な
書
類

を
作
成
の
上
、
募
集
期
間
内
に
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。 

【
助
成
の
対
象
】 

本
山
町
内
の
団
体
が
５
名
以
上
の
参
加
者
で
浦
臼
町
を

訪
問
も
し
く
は
受
入
を
し
て
交
流
事
業
を
行
う
団
体 

【
補
助
対
象
経
費
】 

 

（
訪
問
事
業
） 

交
通
費
、
宿
泊
費
（
飲
食
に
係
る
経
費
を
除
く
） 

（
受
入
事
業
） 

資
料
代
、
送
迎
旅
費
、
施
設
使
用
料
、
施
設
入
場
料
等 

 

※
受
入
事
業
に
係
る
経
費
の
う
ち
町
内
の
団
体
が
負
担

す
る
経
費
と
す
る
。 

【
補
助
率
】
１
／
２ 

【
助
成
金
の
限
度
額
】 

（
訪
問
事
業
） 

１
団
体
あ
た
り
５
０
０
千
円
（
１
名
あ
た
り
50
千
円
） 

（
受
入
事
業
） 

１
団
体
あ
た
り
２
５
０
千
円 

※
詳
細
は
本
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、

政
策
企
画
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

【
募
集
期
間
】 

令
和
８
年
４
月
１
日
（
水
）
〜
令
和
８
年
５
月
29
日
（
金
） 

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

政
策
企
画
課 

電
話 

76―

３
９
１
５ 

※
申
請
書
類
の
様
式
及
び
デ
ー
タ
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び 

政
策
企
画
課
に
あ
り
ま
す
。 

 

本
山
町
行
政
連
絡 

 
 

 
 

 
編
集
・
発
行 

本
山
町
役
場 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
隔
週
水
曜
日
発
行
】 

第１１７３号

号  



     令和８（２０２６）年４月１日（2） 

 

本
山
町
ふ
る
さ
と
納
税
返
礼
品 

開
発
・
充
実
化
補
助
金
に
つ
い
て 

本
山
町
は
、
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
を
活
用
し
た
返
礼
品
開
発

等
へ
取
り
組
む
者
の
支
援
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
１
次
産
業

者
等
の
所
得
向
上
や
、
町
内
で
の
雇
用
確
保
、
町
内
産
業
の

活
性
化
、
返
礼
品
の
充
実
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
経
費
の

一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

【
補
助
対
象
事
業
】 

（
１
）
返
礼
品
開
発
事
業 

返
礼
品
を
新
た
に
開
発
若
し
く
は
既
存
の
返
礼
品 

を
改
良
す
る
事
業 

（
２
）
返
礼
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
作
成
事
業 

開
発
し
た
返
礼
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
作
成
又
は
既
存
の 

返
礼
品
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
を
更
新
す
る
事
業 

（
３
）
返
礼
品
ペ
ー
ジ
作
成
事
業 

開
発
し
た
返
礼
品
ま
た
は
既
存
の
返
礼
品
の
画
像
、 

特
産
品
を
紹
介
す
る
文
章
等
の
作
成
を
行
う
事
業 

【
補
助
金
額
】 

（
１
）
返
礼
品
開
発
事
業 

１
事
業
者
に
つ
き
上
限
２
０
０
万
円 

（
２
）
返
礼
品
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
作
成
事
業 

１
事
業
者
に
つ
き
上
限
５
０
万
円 

（
３
）
返
礼
品
ペ
ー
ジ
作
成
事
業 

１
返
礼
品
あ
た
り
上
限
２
万
円 

 

補
助
率
に
つ
い
て
は
す
べ
て
３
／
４ 

【
申
込
締
切
日
】 

令
和
８
年
７
月
31
日
（
金
） 

【
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】 

政
策
企
画
課 

電
話 

76―

３
９
１
５ 

※ 

申
請
書
類
の
様
式
及
び
デ
ー
タ
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及

び
政
策
企
画
課
に
あ
り
ま
す
。 

 

『
緑
の
募
金
』
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す 

令
和
７
年
度
の
『
緑
の
募
金
』
活
動
で
は
、
２
８
９
，
７
６

８
円
の
募
金
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。特
に
家
庭
募
金

で
は
、
２
８
７
，
０
０
０
円
も
集
ま
り
、
町
民
の
皆
様
の
ご
協

力
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

ま
た
、本
山
町
支
部
で
は
令
和
７
年
度
に
左
記
の
活
動
を
実

施
し
、
緑
化
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
、
森
林
学
習
を
行
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。 

●
本
山
町
内
新
生
児
保
護
者
及
び
妊
婦
対
象 

嶺
北
の
木
か
ら
う
ま
れ
た
フ
ァ
ー
ス
ト
ス
プ
ー
ン
事
業 

●
本
山
保
育
所
５
歳
児
対
象 

嶺
北
の
間
伐
材
で
ク
リ
ス
マ
ス
リ
ー
ス
を
作
ろ
う 

●
本
山
町
内
全
小
学
生
対
象 

 

第
28
回 

緑
に
関
す
る
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル 

展
示
・
表
彰 

●
嶺
北
中
学
校
１
年
生
対
象 

緑
の
マ
ー
ク
制
作
、
ネ
イ
チ
ャ
ー
ゲ
ー
ム 

●
嶺
北
中
学
校
２
年
生
対
象 

環
境
ポ
ス
タ
ー
制
作
、
森
林
学
習
・
竹
の
箸
、
コ
ッ
プ
作
製 

●
嶺
北
高
校
生
２
年
生
対
象 

嶺
北
の
間
伐
材
で
楽
器
を
作
ろ
う 

カ
ホ
ン
の
作
製 

●
本
山
町
内
在
住
者
対
象 

ツ
リ
ー
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
ハ
イ
キ
ン
グ
体
験 

今
年
も｢

山
や
森
の
大
切
さ
、み
ど
り
の
街
づ
く
り｣

を
目
指

し
、
５
月
中
旬
ま
で
に
家
庭
募
金
（
目
安
は
３
０
０
円
／
戸
）

活
動
に
取
り
組
み
ま
す
。 

各
地
区
の
区
長
さ
ん
や
班
長
さ
ん
に
ご
協
力
い
た
だ
き
、募

金
を
集
め
ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
様
の
ご
理
解
・
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

産
業
振
興
班
内 

公
益
社
団
法
人 

高
知
県
森
と
緑
の
会
本
山
町
支
部 

 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
に
つ
い
て 

特
別
児
童
扶
養
手
当
と
は
、
身
体
・
知
的
ま
た
は
精
神
に
障

が
い
の
あ
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
自
宅
で
監
護
・
養
育
し
て

い
る
保
護
者
に
対
し
て
手
当
の
支
給
を
行
な
う
制
度
で
す
。 

 

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

【
支
給
要
件
】 

 
 

児
童
の
障
が
い
が
次
の
①
～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
場
合 

 

①
身
体
障
害
者
手
帳
1
、
2
級
程
度
の
障
が
い
の
あ
る
方

お
よ
び
3
、
4
級
程
度
の
障
が
い
が
あ
る
一
部
の
方 

 

 

②
療
育
手
帳
Ａ
１
（
最
重
度
）、
Ａ
２
（
重
度
）、
Ｂ
１
（
中 

度
）
の
一
部
の
方 

 

③
精
神
の
障
が
い
が
あ
り
、
①
、
②
と
同
程
度
以
上
と
認
め

ら
れ
る
方 

【
手
当
額
】（
令
和
８
年
度
） 

 
 

１
級 

 

月
額 

５
万
８
４
５
０
円 

 
 

２
級 

 

月
額 

３
万
８
９
３
０
円 

【
支
給
の
制
限
】 

 
 

該
当
す
る
児
童
が
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
場
合
や
、

受
給
資
格
者
・
配
偶
者
・
扶
養
義
務
者
に
前
年
の
所
得
が
一

定
額
以
上
あ
る
と
き
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

 

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
の 

支
給
に
つ
い
て 

 

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉
手
当
と
は
、
重
度
の
障
害

の
た
め
必
要
と
な
る
精
神
的
、
物
質
的
な
特
別
の
負
担
の
軽
減

の
一
助
と
し
て
支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。 

 

支
給
要
件
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 



     令和８（２０２６）年４月１日（3） 

 

【
支
給
要
件
】 

 
①
特
別
障
害
者
手
当 

20
才
以
上
の
方 

 
 

障
害
児
福
祉
手
当 

20
才
未
満
の
方 

 

②
精
神
又
は
身
体
に
重
度
の
障
害
を
有
す
る
た
め
、
日
常
生 

活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
状
態
に
あ
る 

こ
と 

 

③
在
宅
障
害
者
（
児
）
で
あ
る
こ
と 

 

④
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
他
の
公
的
年
金
等
を
受
け
て 

い
な
い
こ
と 

 

⑤
毎
年
の
所
得
が
基
準
以
下
で
あ
る
こ
と 

【
手
当
額
】（
令
和
８
年
度
） 

 
 

特
別
障
害
者
手
当 

 

月
額 

３
万
４
５
０
円 

 
 

障
害
児
福
祉
手
当 

 

月
額 

1
万
６
５
６
０
円 

【
支
給
の
制
限
】 

 

施
設
に
入
所
し
て
い
る
方
や
、
医
療
機
関
等
へ
継
続
し
て
３ 

か
月
を
超
え
て
入
院
さ
れ
て
い
る
方
に
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

令
和
８
年
４
月
よ
り
受
付
開
始 

高
齢
者
の
補
聴
器
購
入
費
助
成
制
度
に
つ
い
て 

近
年
、
多
く
の
研
究
成
果
か
ら
聴
力
低
下
が
認
知
症
や
う
つ

病
の
発
症
に
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
高

い
生
活
の
質
を
保
つ
た
め
に
は
「
聞
こ
え
」
が
重
要
で
あ
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
て
い
ま
す
。 

本
山
町
で
は
、
介
護
予
防
や
社
会
参
加
促
進
を
目
的
に
、
補

聴
器
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。 

【
助
成
対
象
者
】 

 

次
の
す
べ
て
の
要
件
に
該
当
す
る
方 

①
助
成
金
申
請
時
に
お
い
て
、
本
山
町
に
住
所
を
有
す
る
満

65
歳
以
上
の
方 

②
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
方 

③
聴
覚
障
害
に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
方 

④
片
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
40
デ
シ
ベ
ル
以
上
70
デ
シ
ベ
ル

未
満
で
、
耳
鼻
咽
喉
科
の
医
師
か
ら
補
聴
器
の
使
用
が
必

要
と
認
め
ら
れ
た
方 

【
助
成
の
内
容
】 

 

補
聴
器
（
管
理
医
療
機
器
）
本
体
の
購
入
に
か
か
る
費
用

の
２
分
の
１
の
額
（
上
限
５
万
円
）
を
助
成
し
ま
す
。 

 

※
補
聴
器
の
修
理
費
や
、
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
費
、
集
音
器
や 

助
聴
器
な
ど
補
聴
器
以
外
の
機
器
、
補
聴
器
の
附
属
品 

な
ど
は
助
成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。 

 

※
申
請
に
あ
た
り
支
払
っ
た
診
察
料
や
検
査
費
用
、
医
師

意
見
書
作
成
費
等
は
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。 

【
注
意
事
項
】 

本
事
業
の
助
成
決
定
前
に
購
入
さ
れ
た
補
聴
器
は
、
助

成
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。
必
ず
補
聴
器
を
購
入
す
る
前

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
申
請
書
類
の
入
手
方
法
】 

 

役
場
健
康
福
祉
課
に
て
入
手
、
も
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

 

汗
見
川
へ
き
地
診
療
所
の 

診
療
時
間
の
変
更
（
臨
時
）
に
つ
い
て 

県
道
坂
瀬
吉
野
線
道
路
改
良
工
事
の
工
期
延
長
に
よ
る
通

行
時
間
制
限
を
う
け
、
左
記
の
よ
う
に
診
療
時
間
を
変
更
し

ま
す
。 

な
お
、
通
行
時
間
制
限
解
除
後
は
通
常
の
診
療
時
間
と
な

り
ま
す
。 

≪

変
更
期
間≫

令
和
８
年
５
月
末
ま
で
（
予
定
） 

≪

診
療
時
間≫

午
前
９
時
30
分
～
11
時 

 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―
１
０
６
０ 

 

成
人
歯
科
健
康
診
査
の
ご
案
内 

歯
周
病
は
、
健
康
な
歯
を
失
う
大
き
な
原
因
と
な
る
だ
け

で
な
く
、
糖
尿
病
や
心
臓
血
管
疾
患
、
骨
粗
し
ょ
う
症
、
誤

嚥
性
肺
炎
な
ど
、
全
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
疾
患
に
影
響
し
、
健

康
を
損
な
う
リ
ス
ク
と
な
る
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
生

涯
に
わ
た
っ
て
歯
・
口
腔
の
健
康
を
保
つ
た
め
に
、
家
庭
で

の
オ
ー
ラ
ル
ケ
ア
と
と
も
に
、
定
期
的
に
歯
科
健
診
を
受
診

す
る
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。 

【
対
象
者
】 

本
山
町
に
住
民
票
が
あ
る
20
歳
以
上
75
歳
未
満
の
方 

【
健
診
実
施
機
関
】 

高
知
県
歯
科
医
師
会
に
所
属
す
る
医
療
機
関
（
事
前
に
受

診
機
関
に
実
施
可
能
か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
） 

【
受
診
方
法
】 

歯
科
健
診
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
健
康
福
祉
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。
成
人
歯
科
健
康
診
査
健
診
票
を
交
付
し
ま

す
。 

※
20
歳
、
30
歳
の
節
目
の
方
に
は
個
別
に
郵
送
し
ま
す
。 

【
受
診
回
数
】
受
診
票
の
有
効
期
限
内
に
１
回 

※
事
前
に
医
療
機
関
に
ご
予
約
の
上
、
健
診
当
日
に
健
診
票

を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。 

【
健
診
内
容
】
問
診
お
よ
び
口
腔
内
検
査 

【
健
診
費
用
】
無
料
（
健
診
の
み
） 

※
健
診
の
結
果
、
必
要
な
検
査
や
治
療
等
に
つ
き
ま
し
て
は
、

健
診
機
関
か
ら
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―

１
０
６
０ 

     



     令和８（２０２６）年４月１日（4） 

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
使
用
料
の 

減
免
申
請
に
つ
い
て 

 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
を
利
用
さ
れ
る
際
に
、
証
明
書
の
提

示
で
、
本
人
の
運
賃
が
半
額
に
な
り
ま
す
（
第
１
種
障
害
の

み
同
乗
の
介
護
者
も
適
用
）。
令
和
８
年
度
の
申
請
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
希
望
さ
れ
る
方
は
健
康
福
祉
課
ま
で
お

越
し
く
だ
さ
い
。 

【
対
象
者
】・
障
害
者
手
帳
保
持
者
（
身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
保
健
福
祉
手
帳
な
ど
） 

・
運
転
免
許
返
納
者
（
返
納
日
か
ら
１
年
間
） 

【
減
免
額
】
運
賃
の
半
額
（
運
転
免
許
返
納
者
は
全
額
） 

【
申
請
】
使
用
料
減
免
申
請
書
を
町
に
提
出 

（
手
帳
や
証
明
書
、
印
鑑
が
必
要
で
す
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
健
康
福
祉
課 

電
話 

70―
１
０
６
０ 

障
害
者
の
就
労
相
談
に
つ
い
て 

障
害
者
の
就
労
相
談
窓
口
を
左
記
の
と
お
り
開
設
し
ま
す

の
で
、
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

な
お
、
相
談
は
事
前
予
約
制
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
相

談
日
の
3
日
前
ま
で
に
電
話
等
で
予
約
を
入
れ
て
く
だ
さ

い
。 

【
日
時
】
４
月
17
日
（
金
）
午
後
１
時
～
午
後
３
時 

【
場
所
】
本
山
町
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
対
象
者
】 

 

○
障
害
や
病
気
の
あ
る
方 

 
 

・
一
般
企
業
へ
の
就
職
を
目
指
す
方 

 
 

・
就
労
の
継
続
や
生
活
に
不
安
の
あ
る
方 

 

○
障
害
者
を
雇
用
し
て
い
る
企
業
担
当
者
や
支
援
事
業
所

の
方 

【
問
い
合
わ
せ
・
予
約
先
】 

 
 

障
害
者
就
業
・
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
「
ゆ
う
あ
い
」 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話
０
８
８-

８
５
４-

９
１
１
１ 

「
本
山
町
生
活
応
援
地
域
振
興
券
」
の 

受
け
取
り
に
つ
い
て 

令
和
８
年
２
月
１
日
を
基
準
日
と
し
、
本
山
町
の
住
民
基

本
台
帳
に
登
録
を
さ
れ
て
い
る
方
に
、「
本
山
町
生
活
応
援
地

域
振
興
券
」
を
送
付
し
ま
し
た
。 

不
在
票
で
指
定
さ
れ
て
い
る
保
管
期
限
が
過
ぎ
た
も
の
に

つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
８
年
４
月
８
日
（
水
）
午
後
よ
り
本

山
町
役
場
に
て
保
管
し
ま
す
。 

地
域
振
興
券
の
受
け
取
り
を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
４
月

８
日
（
水
）
以
降
に
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
へ
お
問
い
合
わ
せ

の
う
え
、
お
手
持
ち
の
不
在
票
と
受
取
者
本
人
が
分
か
る
書

類
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。 

【
地
域
振
興
券
概
要
】 

①
使
用
期
間 

令
和
８
年
４
月
１
日
（
水
）
～ 

 

令
和
８
年
７
月
31
日
（
金
） 

②
額
面 

１
人
に
つ
き
２
５
，
０
０
０
円
分 

（
１
，
０
０
０
円×

20
枚
綴
）（
５
０
０
円×

10
枚
綴
） 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
産
業
振
興
班 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

 

毎
月
第
３
木
曜
日
は
行
政
相
談
の
日
で
す 

行
政
相
談
委
員
は
、
国
、
県
、
市
町
村
が
行
っ
て
い
る
仕

事
に
対
す
る
住
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を

受
け
、
そ
の
解
決
や
実
現
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。 

相
談
は
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
町
役
場
で
開
設
さ
れ
る
行

政
相
談
所
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。 

【
日
時
】
４
月
16
日
（
木
）
午
前
10
時
か
ら
正
午 

【
場
所
】
役
場
１
階 

も
と
や
ま
ホ
ー
ル 

【
行
政
相
談
委
員
】
筒
井 

幸
弘 

【
問
い
合
わ
せ
先
】
総
務
課 

電
話 

76―

２
２
２
３ 

消
費
生
活
相
談
窓
口
の
開
設
に
つ
い
て 

 

本
山
町
で
は
、
悪
質
商
法
な
ど
の
被
害
か
ら
、
住
民
の
安

心
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
取
り
組
み
と
し
て
、
消
費
生
活

相
談
員
に
よ
る
相
談
窓
口
を
毎
月
第
４
木
曜
日
（
12
月
は
第

３
木
曜
日
）に
開
設
し
ま
す
。お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

【
開
設
日
時
】
左
記
日
程
の
午
前
９
時
～
正
午 

 
 

           

【
開
設
場
所
】
役
場
２
階 

相
談
室 

【
相
談
内
容
】 

 

詐
欺
被
害
・
悪
質
商
法
に
よ
る
被
害
・
多
重
債
務
な
ど 

※
な
お
、
日
程
・
会
場
が
変
更
に
な
る
場
合
は
事
前
に
お
知
ら

せ
し
ま
す
。 

※
予
約
は
不
要
で
す
が
、先
着
順
に
相
談
を
受
け
付
け
る
た
め
、

お
待
ち
頂
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。 

【
問
い
合
わ
せ
先
】 

ま
ち
づ
く
り
推
進
課 

電
話 

76―

３
９
１
６ 

  

令和８年 

 ４月２３日（木） 

 ５月２８日（木） 

 ６月２５日（木） 

 ７月２３日（木） 

 ８月２７日（木） 

  ９月２４日（木） 

１０月２２日（木） 

１１月２６日（木） 

１２月１７日（木） 

令和９年 

 １月２８日（木） 

 ２月２５日（木） 

 ３月２５日（木） 

 


